
192022.10　人事マネジメント
www.busi-pub.com

専門解説

目　　次

坂本直紀社会保険労務士法人  代表社員　　坂本 直紀

副業・兼業における労務管理

1．副業・兼業とは
1－1　副業と兼業の違い
1－2　副業・兼業のメリットと課題

2．副業・兼業の裁判例と就業規則
2－1　副業・兼業の裁判例
2－2　就業規則規定例

3．副業・兼業の労働時間の通算
3－1　基本的な考え方
3－2　労働時間通算における割増賃金

4．副業・兼業と保険関係等
4－1　労災保険
4－2　雇用保険
4－3　社会保険
4－4　健康確保措置
4―5　副業・兼業の情報公開

5．副業・兼業に関する企業事例
5－1　A社／積極的な副業支援　
5－2　B社／副業・兼業者の受け入れ
5－3　C社／社内での副業

■まとめ：適切な対応を図るために

■はじめに：認可がフツーの時代へ
　副業・兼業は，新たな技術の開発，起業の手段や第 2の人
生の準備として有効とされています。そして，働き方改革実
行計画においても副業・兼業の普及を図るという方向性が示
されています。
　こうしたなか，厚生労働省では平成30年 1月に副業・兼業
の促進に関するガイドラインを作成し，副業・兼業の留意点
を示しました。さらに，令和 2年 9月にガイドラインを改定し，
より具体的に労働時間管理の考え方等を示しました。
　そして，令和 4年 7月にガイドラインを改定し，副業・兼業
に関する情報公表について定めました。
　以上のように，副業・兼業促進に関して厚生労働省の大き
な動きが見られるとともに，人手不足のなか，優秀な人材の
確保の観点から副業人材の受け入れに積極的な企業も見られ
るようになりました。今後も，多くの企業が副業・兼業の認
可や解禁，および副業人材の活用に動くことが考えられます。
　そこで，本稿では，副業・兼業の適切な労務管理を図るう
えで，重要な労働時間管理を中心に法律面を解説するととも
に，企業事例も紹介します。
　副業・兼業を推進するうえで，少しでもご参考になれば嬉
しく思います。

解禁には労働時間管理等ルールの明確化が不可欠
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